様式第３号（第６条関係）

誓　約　書

（宛先）松山市長

松山市賃上げ応援奨励金の申請に当たり，次のとおり誓約します。

１．　市税を滞納していません。
２．　松山市賃上げ応援奨励金給付申請書兼請求書（様式第１号）及び添付資料に記載した情報に偽りはありません。
[bookmark: _Hlk195601341]３．　松山市賃上げ応援奨励金給付要綱（令和６年要綱第２号）第２条第１項に規定する「中小企業等」に該当します。
４．　令和８年度に奨励金その他賃上げを目的とする公的給付は受けていません。
５．　宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていません。
６．　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項から第１０項までに定める事業を行っていません。
７．　公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っていません。
８．　松山市暴力団排除条例（平成２２年条例第３２号）第２条に規定する暴力団，暴力団員又は暴力団員等と関係がある事業を行っていません。
９．　代表者，役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が，松山市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団，同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等に該当せず，かつ，将来にわたっても該当しません。また，上記の暴力団，暴力団員及び暴力団員等が，経営に事実上参画していません。
１０．発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業者以外の企業をいう。１１及び１２において同じ。）が所有している中小企業等ではありません。
１１．発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業等ではありません。
１２．大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の２分の１以上を占めている中小企業等ではありません。
１３．同窓会，同好会その他の構成員相互の交流，交歓，意見交換等を主な目的とする公益法人等ではありません。
１４．互助会，共済会その他の構成員の福利厚生，相互救済等を主な目的とする公益法人等ではありません。
１５．後援会その他の特定の個人又は団体の支援を主な目的とする公益法人等ではありません。
１６．国，地方公共団体その他の公共団体から資本金，基本金等の４分の１以上の出資，出えん等を受け，又は継続的な財政的援助若しくは人的援助を受けている者ではありません。
１７．奨励金の給付後に申請内容に虚偽等が判明した場合は，奨励金の返還に応じるとともに，松山市補助金等交付規則（昭和４４年規則第６号）第１３条の規定による加算金及び延滞金の支払に応じます。
１８．松山市から申請内容及び審査に関する検査，報告，是正等のための依頼又は措置の求めがあった場合は，これに応じます。
１９．申請内容に不正があった場合等必要がある場合には，奨励金の給付を受けた事業者名，申請内容等の情報が公表されることに同意します。
２０．申請書類に記載された情報は，行政機関（税務当局，警察署等）の求めに応じて提供することに同意します。
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